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瀬戸旭看護専門学校組合告示第１０号 

 瀬戸旭看護専門学校組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成

１８年瀬戸旭看護専門学校組合条例第１号）第５条の定めるところにより、令

和６年度における人事行政の運営等の状況を次のとおり公表する。 

 

  令和７年１２月１２日 

 

                   瀬 戸 旭 看 護 専 門 学 校 組 合 

管理者 瀬戸市長 川本 雅之 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況            （単位：人） 

職  種 R6.4.1現在 減少 増加 R7.4.1現在 

一般事務・教育職 ２３ ２  ２１ 

フルタイム会計 

年度任用職員 

０ ０  ０ 

合  計 ２３ ２  ２１ 

 

 

 

２ 職員の給与の状況 

（１） 人件費の状況  

６年度決算     報酬        ５７９，３５０円 

給料    １０８，５９７，９００円 

職員手当等  ９５，３３０，４２４円 

共済費    ３３，７０３，５０９円 

合計    ２３８，２１１，１８３円 

 

（２）期末・勤勉手当の状況（令和６年４月１日現在） 

 期末手当 勤勉手当 

６月期 １．２２５月分 １．０２５月分 

１２月期 １．２２５月分 １．０２５月分 

計  ２．４５月分  ２．０５月分 

 

（３） 特殊勤務手当の状況（令和６年４月１日現在） 

特殊勤務手当の種類 支給額 

緊急呼出手当 １回    ５００円 
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（４）その他諸手当一覧（令和６年４月１日現在） 

手当の名称 内  容 

扶養手当 配偶者                         6,500円 

行政職給料表８級                   3,500円 

子                          10,000円 

父母等                        6,500円 

行政職給料表８級                   3,500円 

扶養親族の子のうち満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末まで

の子                       5，000円加算 

地域手当 給料、管理職手当、扶養手当の合計額の６％ 

住居手当 

 

 

 

 

借家居住者 家賃 16,000円以下          支給しない 

家賃27,000円以下         家賃－16,000円 

家賃 27,000円を超え、61,000円未満 

    （（家賃－27,000円）／２）＋11，000円 

最高支給限度額             28,000円 

通勤手当 

 

通勤距離が

片道２㎞以

上の場合 

交通機関利用者 

１ヶ月あたりの運賃相当額 55，000円以下 

        6ヶ月定期相当額を半年毎に支給 

１ヶ月あたりの運賃相当額 55，000円以上 

        支給限度額 

支給単位期間（１ケ月）：55,000円 

交通機関利用者以外  通勤距離に応じて毎月支給 

         （最高支給限度額  24,900円）  

時間外勤務

手当 

正規の勤務時間外に勤務した場合 

        時間単価の１２５％～１７５％の割増単価で支給 

管理職手当 管理又は監督の地位にある職員に支給  

 

 

 

 

 

校  長：97,000円 

事 務 長：97,000円 

教務主任：61,000円 

実習調整者：46,000円 

専 門 員：46,000円 

 

（５）特別職の報酬 

  管理者              年額７８，３００円 

  副管理者             年額７８，３００円 
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   議長               年額４５，０００円 

   副議長              年額４５，０００円 

   議員               年額４５，０００円 

   参与               年額７８，３００円 

   監査委員（識見を有する者）    年額７８，３００円 

   監査委員（議会の議員）      日額 ２，８００円 

   情報公開・個人情報保護審査会委員 日額 ７，３００円 

   行政不服審査会委員        日額 ７，３００円 

 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）職員の勤務時間（標準的なもの） 

   開始時間  ８時３０分    終了時間 １７時１５分 

   休憩時間 １２時～１３時   １週間の勤務時間  ３８時間４５分 

 

（２）年次有給休暇 

   １年につき２０日付与 

 

（３）特別休暇 

事  由 休暇期間 

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務し

ないことがやむを得ないと認められるとき 

必要と認められる期間 

 

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公

共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことが

やむを得ないと認められるとき 

必要と認められる期間 

職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施

する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、

子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提

供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと

認められるとき 

必要と認められる期間 
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職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活

動（専ら親族に対する支援となる活動を除く。）を行う場合で、その

勤務しないことが相当であると認められるとき 

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地

又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災

者を支援する活動 

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上

若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかか

った者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であ

って管理者が定めるものにおける活動 

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、

負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある

者の介護その他の日常生活を支援する活動 

エ その他管理者が認める活動 

一の年において５日の範囲内

の期間 

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認め

られる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 

管理者が定める期間内におけ

る、週休日、休日及び代休日を

除く７日の範囲内の連続した

期間 

職員が不妊治療に係る通院等のために勤務しないことが相当である

と認められる場合。 

一の年において５日（当該通院

等が体外受精その他管理者が

定める不妊治療に係るもので

ある場合にあっては、１０日）

の範囲内の期間（１日又は１時

間単位） 

８週間（多胎妊娠の場合にあって、１４週間）以内に出産する予定で

ある女性職員が申し出た場合 

出産の日までの申し出た期間 

女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を

経過する日までの期間 

生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と

認められる授乳等を行う場合 

１日２回それぞれ３０分以内

の期間 

妊娠中又は産後１年以内の女性職員が保健指導又は健康診査を受け

る場合、次に掲げる妊娠週数等の区分に応じ、それぞれ次に定める回

数（医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示する

回数）につき必要と認められる時間 

ア 妊娠２３週まで 

      １回／４週間 

イ 妊娠２４週から３５週 

まで  １回／２週間 

ウ 妊娠３６週から出産まで   

１回／１週間 
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エ 産後１年が経過するまで       

１回 

職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。以下同じ。）が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認

められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認め

られるとき 

管理者が定める期間内におけ

る２日の範囲内の期間（１ 

日又は１時間単位） 

職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の８週間（多胎妊娠

の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経

過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学

校就学の始期に達するまでの子（妻の子を含む）を養育する職員が、

これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる

とき 

当該期間内における５日の範

囲内の期間（１日又は１時間単

位） 

 

小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者（届出をしないが事実上

の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）の子を含む。

以下同じ。）を養育する職員が、その子の看護（負傷し、若しくは疾

病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なもの

として管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。）を行う場合

で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 

 

一の年において５日（その養育

する子が２人以上の場合にあ

っては、１０日）の範囲内の期

間（１日又は１時間単位） 

職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹で、

負傷又は疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの

介護を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められると

き 

一の年において１０日の範囲

内の期間（１日又は１時間単

位） 

職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡

に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当である

と認められるとき 

親族に応じ連続する日数（葬儀

のため遠隔の地に赴く場合に

あって、往復に要する日数を加

えた日数）の範囲内の期間 

職員が父母の追悼のための特別な行事（父母の死亡後管理者の定める

年数内に行われるものに限る。）のため勤務しないことが相当である

と認められる場合 

１日の範囲内の期間 

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家

庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 

一の年の７月から９月までの

期間内における、週休日、休日

及び代休日を除く５日の範囲

内の期間（令和５年度は特例で

６月から１０月までの期間） 

地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損

壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが

７日の範囲内の期間 
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相当であると認められるとき 

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤する

ことが著しく困難であると認められる場合 

必要と認められる期間 

地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における

身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認めら

れる場合 

必要と認められる期間 

１０月１日において勤続１５年、勤続２５年及び勤続３５年に達した

職員で，その日から起算して 1 年以内の期間に旅行等により心身のリ

フレッシュを図る場合 

勤続１５年は週休日、休日及び

代休日を除く２日の範囲内の

期間、勤続２５年及び３ 

 ５年は週休日、休日及び代休日

を除く３日の範囲内の期間 

再任用職員取得可能 

連続する必要ない 

 

（４）その他の休暇制度 

休暇の種類 制度の概要 

病気休暇 負傷又は疾病のため療養することが必要な場合 

介護休暇 職員が、配偶者、父、母、子、配偶者の父母その他の親族で負傷、疾病又は老齢によ

り 2 週間以上にわたり日常生活に支障があるものの介護をするため、勤務しないこと

が相当であると認められる場合 

 

（５）職員の休業の状況 

（単位：人） 

６年度に新たに取得可能となった職員 前年度からの継続者 

育児休業 

対象者数 

育児休業 

取得者数 

部分休業 

取得者数 

育児休業 

取得者数 

部分休業 

取得者数 

０ ０ ０ ０ ０ 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１） 分限処分者（令和６年度）         なし 

（２） 懲戒処分者（令和６年度）         なし 

 

５ 職員の服務の状況 

  営利企業等従事許可申請の状況（令和６年度）  ０件 

 

６ 職員の研修の実施状況 

（１） 職員研修の実施状況（令和６年度） 
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  各種看護教員研修            ２３名 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１） 公務労働災害の発生状況（令和６年度）   なし 

（２） 職員からの措置要求の状況（令和６年度）  なし 

（３） 職員からの不服申立ての状況（令和６年度） なし 

 

８ 職員の人事評価の状況 

（１） 回数（令和６年度）            ２回／年 

（２） 評定対象（令和６年度）          全職員 

（３） 評定した内容（令和６年度）        人事考課制度 

                  （業績・能力・態度・業務改善） 

 

９ 職員の退職管理の状況 

（１） 条例に基づく再就職の届け出（令和６年度） なし 

   


